
 

足立区地域自立支援協議会の目的と機能 

 

１ 法的な位置づけ（障害者総合支援法第８９条の３） 
・地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、 

関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務 

に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。 

 

・協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に 

関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る 

とともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 

 
 

２ 役割  
・個別事例への支援のあり方に関する協議、調整 

・地域における障害者等への支援体制等に関する課題（以下、地域課題という）の抽出、把握や共有 

・地域における相談支援体制や福祉サービス等の整備状況や課題等の抽出、把握や共有 

・地域における関係機関の連携強化 

・社会資源の開発・改善等の地域課題への対応に向けた協議や取組の実施 

・市町村障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定過程での助言等、計画の進捗状況の把握や必要に 

応じた助言等 

・地域における課題等について都道府県協議会への必要に応じた報告及び都道府県協議会との 

連携等 
 
 

３ 現在の足立区地域自立支援協議会の構成  2023（令和５）年度から 
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